
新型コロナウイルス関連情報（９月２６日現在） 

 

１ 墺連邦保健省によれば、２６日（土）１５時現在、新たにオーストリア国内

で６８３名の新型コロナウイルス（COVID-19）感染の確定症例及び１名の死亡事

例（注）が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は

４２,５５７名（内死亡数：７８７名、治癒数：３３,１５４名））となります。 

 

国内発生状況（州：累計確定症例数（前日比）） 

・ウィーン市（州）  ：１４,９７７名(＋２４４)(内死亡２４４名､治癒１０,２８８名) 

・ニーダーエスタライヒ州：６,３５８名(＋１３１)(内死亡１１１名､治癒 ５,０６２名) 

・オーバーエスタライヒ州：６,３０７名(＋１０９)(内死亡 ７３名､治癒 ５,４３２名) 

・チロル州       ：５,８３７名(＋ ５２)(内死亡１０９名､治癒 ５,２３５名) 

・シュタイアーマルク州 ：３,４３４名(＋ ６２)(内死亡１６５名､治癒 ２,７２０名) 

・ザルツブルク州    ：２,１６２名(＋ ２８)(内死亡 ４０名､治癒 １,７９７名) 

・フォアアールベルク州 ：１,８２８名(＋ １７)(内死亡 ２１名､治癒 １,３０９名) 

・ケルンテン州     ：  ８７６名(＋ ２４)(内死亡 １３名､治癒   ７１４名) 

・ブルゲンラント州   ：  ７７８名(＋ １６)(内死亡 １１名､治癒   ５９７名) 

 

（当館注：ウィーン市、シュタイアーマルク州で各１名の死亡数が新たに計上さ

れ、また、オーバーエスタライヒ州の死亡数が１名減となり、合計７８７名とな

りました。） 

 

２ ドイツ政府は、ウィーン州、フォアアールベルク州に加えて、２５日夜にチ

ロル州を新型コロナウイルスの危険地域に指定しました。これにより，チロル州

からドイツへの入国者に対して，原則的に４８時間以内の陰性証明書の提示また

は１４日間の自己隔離が義務付けられました(自己隔離の場合の検査義務は各州に

より異なります)。ただし、ザルツブルク州とチロル州を結ぶドイツ 内道路走行

を含むトランジットは対象外となります。 



 また、スイス政府は２５日、ウィーン州に加えて、ニーダーエスタライヒ州と

オーバーエスタライヒ州を新型コロナウイルスの危険地域に指定しました。これ

により、２８日午前０時以降に両州からスイスに入国する場合（過去１０日間に

２４時間以上該当州に滞在した者を対象）、原則として１０日間の自己隔離が義

務付けられます。 

 

オーストリア外務省ホームページ 

ドイツ： 

https://www.bmeia.gv.at/reise-

aufenthalt/reiseinformation/land/deutschland/ 

スイス： 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/schweiz/ 

 

３ ウィーン市は条例に基づき、コンタクト・トレーシング（接触者追跡）を目

的として、２８日から飲食店に対して客のデータ、介護施設等に対して訪問者・

入居者のデータを入手し、求められた場合に行政区当局に提出することを義務付

けました。飲食店の客のデータは氏名、電話番号、Ｅメールアドレス、着席した

テーブル番号、介護施設等の訪問者・入居者のデータは氏名、電話番号、Ｅメー

ルアドレスとなります。データは行政区当局への提出目的以外に利用することを

禁じられ、４週間経過した時点で消去することを義務付けられます。なお、この

条例は１２月３１日を以て失効します。 

 

ウィーン市条例： 

https://www.gemeinderecht.wien.at/recht/gemeinderecht-

wien/pdf/contacttracing-verdachtsfaelle-covid19.pdf  
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４ 新型コロナウイルスは風邪と同様に、せきやくしゃみなどの飛沫で感染する

とされていますので、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めて

ください。 

なお、オーストリア保健・食品安全機関（AGES）は、新型コロナウイルスへの

感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し、消毒液は医療

目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。 

参考：コロナウイルス感染予防措置 

・定期的に、約３０秒間石鹸で手洗いをする 

・顔（特に口、目、鼻）を指で触らない 

・握手と抱擁を避ける 

・くしゃみをする際、咳をする際は使い捨てティッシュに行うか、腕で口・鼻

を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。 

 

【参考】 

■ オーストリア保健省 

〇新型コロナウイルス情報（独語） 

https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-

Coronavirus-(2019-nCov).html 

〇新型コロナウイルス・ホットライン（独語・英語） 

Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月－金，9:00-17:00) 

ウェブサイト：https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 

■ 日本厚生労働省 

〇新型コロナウイルス関連情報 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

○新型コロナウイルスに関する Q&A 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_feve

r_qa_00001.html 

■ 世界保健機関（WHO） 
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○ウェブサイト：https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

 

（問い合わせ先） 

○在オーストリア日本国大使館 

住所：Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria 

電話: （市外局番０１）５３１９２０ 

Fax: （市外局番０１）５３２０５９０ 

ホームページ：https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
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